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各個人に割り当てられたポータルサイト

ＩＣカード（公的個人認証の活用）

付番機関・情報連携基盤

国民ＩＤ(sPIN)

住民票コード

連携用番号Ａ

連携用番号Ｂ

連携用番号Ｃ

連携用番号Ｄ

連携用番号Ｅ

連携用番号Ｆ

連携用番号Ａ

連携用番号Ｂ

連携用番号Ｃ

連携用番号Ｄ

連携用番号Ｅ

連携用番号Ｆ

住民

共通番号

共通番号

既存番号

既存番号

既存番号

既存番号

個人データ

個人データ

個人データ

個人データ

個人データ

個人データ

住基ネット

税

共通番号を利用す
る社会保障分野

共通番号を利用し
ない社会保障分野

その他

地方

民間

監視機関

可
逆
暗
号
変
換
方
式

(ssPIN_A)

(ssPIN_C)

(ssPIN_B)

(ssPIN_D)

(ssPIN_E)

(ssPIN_F)
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各個人に割り当てられたポータルサイト

ＩＣカード（公的個人認証の活用）

付番機関・情報連携基盤

国民ＩＤ(sPIN)

住民票コード

連携用番号Ａ

連携用番号Ｂ

連携用番号Ｃ

連携用番号Ｄ

連携用番号Ｅ

連携用番号Ｆ

連携用番号Ａ

連携用番号Ｂ

連携用番号Ｃ

連携用番号Ｄ

連携用番号Ｅ

連携用番号Ｆ

住民

共通番号

共通番号

既存番号

既存番号

既存番号

既存番号

個人データ

個人データ

個人データ

個人データ

個人データ

個人データ

住基ネット

税

共通番号を利用す
る社会保障分野

共通番号を利用し
ない社会保障分野

その他

地方

民間

監視機関

可
逆
暗
号
変
換
方
式

(ssPIN_A)

(ssPIN_C)

(ssPIN_B)

(ssPIN_D)

(ssPIN_E)

(ssPIN_F)

 国民ＩＤ＝住民票コード（見えない番号）又は住民票コードと一対一
対応した「見えない番号」

 共通番号＝住民票コードと一対一対応した「見える番号」

分野別番号
（利用番号）
＝見える番号

基礎番号
（連携番号）

＝見えない番号
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各個人に割り当てられたポータルサイト

ＩＣカード（公的個人認証の活用）

付番機関・情報連携基盤

国民ＩＤ(sPIN)

住民票コード

連携用番号Ｃ 連携用番号Ｃ

住民

既存番号 ４情報

住基ネット

監視機関

(ssPIN_C)

４情報（氏名・住所・
生年月日・性別）

分野Ｃの例

①４情報間の突合確認
（突合できない場合は、
分野Ｃ担当部局側で必要
な調査）

個人データ

②付番機関は、住基ネット
から住民票コード＋４情報
を受け、国民ＩＤ＋４情報
に変換

③付番機関が、さらに連
携用番号＋４情報に変換

④分野Ｃ担当部局は、４情報
で連携用番号を要求し、取得

①～④の手続
を経て、紐付け

(分野別番号)

住民票コード： 01234567890 （不可視）

国民ＩＤ： ABC98765XYZ （不可視）

既存番号： 135792468（可視）連携用番号C： 369PQRST246（不可視）
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各個人に割り当てられたポータルサイト

ＩＣカード（公的個人認証の活用）

付番機関・情報連携基盤

国民ＩＤ(sPIN)

住民票コード

連携用番号Ｂ

連携用番号Ｅ

連携用番号Ｂ

連携用番号Ｅ

住民

共通番号

既存番号

個人データＢ

個人データＥ

住基ネット

共通番号を利用す
る社会保障分野

地方

監視機関

(ssPIN_B)

(ssPIN_E)

分野Ｂと分野Ｅの連携例

①分野Ｂ側が連携用番号Ｂを使って、情報連携基盤に個人
データＥを要求。情報連携基盤は、当該要求を承認した上で、
国民ＩＤを経由し、連携用番号Ｂを連携用番号Ｅに変換

③分野Ｅ側が個人データＥと連携用番号Ｅを、情報
連携基盤に返答。情報連携基盤は、国民ＩＤを経由
し、連携用番号Ｅを連携用番号Ｂに変換

②分野Ｅ側が情報連携基盤から連携用番号Ｅを受け取り、個
人データＥを検索

④分野Ｂ側が情報連携基盤から連携用番号Ｂと個人データＥ
を受領（情報連携基盤には個人データＥを蓄積しない）

①～④の手続を
経て、データ連携

4




